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※１　建築確認済書（写）を一緒に提出してください。
※２　既に建物がある場合は手続不要です。

有料老人ホームの設置手続の流れ

事前協議書受 付

事前協議済書 到 着

建築確認

建築確認申請

設 置 届受 付

設置届受理書 入居者募集

入居予定者確保

工事着工届受 付

着 工

竣工・事業開始

事業開始届受 付

事前協議


